
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

本数（高木） 調査項目 路線数 
 

  
● 周辺構造物に破損が生じている   

 

中区 ３８ 路線  ２，０３１ 本  

東区  １０ 路線  ８９０ 本  

南区 １５ 路線  １，３１７ 本  

西区 ３６ 路線  ２，０９６ 本  

安佐南区 ５５ 路線  ４，２６２ 本  

安佐北区 ２２ 路線  ２，１１４ 本  

安芸区 １２ 路線  ７９４ 本  

佐伯区 １７ 路線  １，２１６ 本  

計 ２０５ 路線  １４，７２０ 本  
 

● 架空線と競合している   

 
中区 ２６ 路線  １，４４７ 本  

東区 ７ 路線  ６３４ 本  

南区 １５ 路線  １，０６２ 本  

 西区 ４４ 路線  ２，１３６ 本  

 安佐南区 ３４ 路線  ２，１５５ 本  

 安佐北区 １２ 路線  ７６５ 本  

 安芸区 １ 路線  １ 本  

 佐伯区 ６ 路線  ６１１ 本  

計 １４５ 路線  ８，８１１ 本  
  

● 根上がりにより舗装の持ち上げが発生している   

 

中区 ７ 路線  ３０５ 本  

東区 1 路線  １７９ 本  

南区 ２ 路線  １６８ 本  

西区 ７ 路線  ３９３ 本  

安佐南区 １３ 路線  １，７１５ 本  

安佐北区 １ 路線  ２５ 本  

安芸区 ６ 路線  ５８５ 本  

佐伯区 ４ 路線  ２３３ 本  

計 ４１ 路線  ３，６０３ 本  
   

● 樹形が乱れている    

 

中区 ４ 路線  １７６ 本  

東区 ２ 路線  ４４ 本  

南区 ４ 路線  １２９ 本  

西区 １５ 路線  ５７４ 本  

安佐南区 ７ 路線  ５１５ 本  

安佐北区 １０ 路線  ７４７ 本  

安芸区 ５ 路線  １７６ 本  

佐伯区 ５ 路線  ３６０ 本  

計 ５２ 路線  ２，７２１ 本  
  

その他の課題として、「道路標識が見えづらい」、「樹勢が衰えている」、「落ち葉が多い」、

「植栽間隔が狭い」等が抽出された。 

 

本数（高木） 
調査項目 路線数 

左記のうち 

中低木のみの路線数  

 

  
● 有効幅員が２．０ｍ確保できている      

 

中区 ７２ 路線  ４ 路線  ２，９１４ 本  

東区 ２２ 路線  ４ 路線  １，００２ 本  

南区 ４４ 路線  ６ 路線  １，６９５ 本  

西区 ７８ 路線  ６ 路線  ３，４８８ 本  

安佐南区 ６４ 路線  ４ 路線  ４，３００ 本  

安佐北区 ４５ 路線  ７ 路線  ３，６２８ 本  

安芸区 ２７ 路線  １ 路線  １，５１７ 本  

佐伯区 ４１ 路線  ４ 路線  ２，８７０ 本  

計 ３９３ 路線  ３６ 路線  ２１，４１４ 本  
   

● 有効幅員が２．０ｍ確保できていない （ ➡ 撤去を検討 ）   

 

中区 ６ 路線  ０ 路線  ５０６ 本  

東区 ６ 路線 ２ 路線  １６６ 本  

南区 ５ 路線  １ 路線  ３５５ 本  

西区 ２７ 路線  １ 路線  １，２２８ 本  

安佐南区 ４０ 路線  １ 路線  ３，００３ 本  

安佐北区 １８ 路線  ２ 路線  １，２４２ 本  

安芸区 １０ 路線  ２ 路線  ６８６ 本  

佐伯区 ３１ 路線  ２ 路線  ２，０００ 本  

計 １４３ 路線  １１ 路線  ９，１８６ 本  
   

   合計 ５３６ 路線  ４７ 路線  ３０，６００ 本  

街 路 樹 の 現 況 調 査 議事資料１ 

■  概 要 

本市が管理する国道、県道、市道のうち、街路樹（高木、中低木）がある歩道を対象として、
路線ごとに道路交通への影響等の課題を抽出するため、「歩道の有効幅員」、「街路樹に起因する課
題」等について業務委託により現地調査を行った。 

■  調 査 結 果 

 調査路線５３６路線の調査結果は以下のとおりである。 

※ 同一樹種、同一幅員の区間を１路線として取りまとめている。 
※ 参考として、街路樹台帳を基に算出した各路線上の高木（樹高が３ｍ以上の街路樹）の本

数を記載している。 
※ 中低木については、主に面積により管理しており、本数を算出することが困難であるため、

本数の記載は省略している。 

 

２ 街路樹に起因する課題 

※ 歩道幅員については、平成１６年に改正された道路構造令（道路法に基づき定められ
た政令）において、「道路を新設又は改築する場合には、２.０ｍ以上を確保すること」
となっている。 

1 歩道の有効幅員 

※ 課題が複数項目に該当する場合は、各項目において数量を計上している。 
※ 街路樹に起因する課題がある場合は、更新等を検討する。 

 参 考 

 参 考 


